
新型コロナウイルス
感染症対策特別号

町民の皆さまへ

　一時は収束に向かうかに見えた新型コロナウイルス感染症ですが、再び拡大に転じ全国の新規感染者数も連日
1,000人を超え、感染症対策も次の段階へ移行しつつあるように思えます。新規感染者のかなりの割合が感染経路
不明で、市中感染の可能性もあるため、基本的な感染防止の行動が重要となります。自分がすでに感染しているか
もしれない、隣に感染者がいるかもしれないという前提で、新しい生活様式を意識した行動を心がけてください。
　町では、国の二次補正予算に合わせる形で、新型コロナウイルス感染症対応事業を中心に、補正予算を計上し、
8月7日の臨時議会で可決いただいたところであります。町民の皆さまの新型コロナウイルス感染症に対する不安
を、少しでも解消できるよう速やかに事業を進めてまいります。
　町民の皆さまには、多大なご不便、不都合をおかけしておりますが、皆さまと共に力を合わせてこの難局を乗り
越えていくため、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。

富士川町新型コロナウイルス感染症対策本部　本部長

富士川町長　志　村　　　学

新型コロナウイルス感染症
　富士川町の支援対策について

　町では、令和2年8月7日（金）の富士川町議会臨時会において、新型コロナウイルス感染症対策に関する補正
予算が可決され、新たに次の取り組みを行うことになりました。

住民生活支援対策
コロナに負けるな

ふじかわ赤ちゃんすくすく応援金
　特別定額給付金（10万円）の給付基準日後に出生し
た児童および令和3年3月31日までに母子手帳を取
得した妊婦に対して、一人10万円を給付します。

　子育て支援課　児童支援担当　☎22−7221

水道使用料減免事業（個人向け）

　新型コロナウイルス感染症により収入減少が見込ま
れる世帯や、新型コロナウイルス感染症により死亡、
重篤な傷病を負った世帯に対して、水道使用料を減額
または免除します。

　上下水道課　上下水道担当　☎22−7204
簡易水道担当　

町営・町有住宅使用料減免事業

　新型コロナウイルス感染症により収入減少が見込ま
れる世帯や、新型コロナウイルス感染症により死亡、
重篤な傷病を負った世帯に対して、住宅使用料を減額
または免除します。

　都市整備課　住宅担当　☎22−7214

　このほか、住民生活支援に関して、次の感染症対策
をすでに実施しています。
・コロナに負けるな！富士川町元気応援券の発行
・	児童扶養手当・就学援助費などの受給者への助成（応
援券の上乗せ）
・介護慰労金受給者への助成（応援券の上乗せ）
・寝たきり身体障害者介護慰労金受給者への助成

（応援券の上乗せ）

広報 ふじかわ
号　外
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GIGAスクール構想に向けた
端末環境整備事業

　小中学校におけるICT教育推進用タブレットPCの
購入および端末環境の整備を行います。

　教育総務課　総務学校担当　☎22−5361

学力向上支援スタッフ配置事業

　新型コロナウイルス感染症の影響に対する学力向上
支援として、学習指導員の追加配置を行うことで、き
め細やかな指導を実施します。

　教育総務課　総務学校担当　☎22−5361

スクールサポートスタッフ配置事業

　新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、スクー
ルサポートスタッフを配置することで、授業準備や児
童生徒の健康管理などに係る業務を補助します。

　教育総務課　総務学校担当　☎22−5361

　このほか、教育関係の取り組みとして、臨時休業の
対応で、児童の学校施設、放課後児童クラブなどでの
受入を行いました。

町内小中学校感染症対策事業

　小中学校における感染症対策のための衛生用品、空
調設備などの整備および課題用教材費などの学習保障
支援を行います。

　教育総務課　総務学校担当　☎22−5361

災害時避難所衛生環境整備事業

　避難所の感染症対策のための備蓄品（パーテーショ
ン、段ボールベッドなど）の整備を行います。

　防災交通課　消防防災担当　☎22−7218

町公共施設の新しい生活様式による
感染症対策事業

　町公共施設における感染症対策として、水道蛇口取
替修繕と、感染防止用備品などの購入を行います。

　管財課　財産管理担当　☎22−7206

生涯学習施設環境整備事業

　図書館、文化ホール、町民会館および社会体育施設
の環境整備（書籍消毒器、網戸設置など）を行います。

　生涯学習課　社会教育担当　☎22−5361
社会体育担当　

文化ホール感染症対策事業

　文化ホールの空調設備（マルチエアコン）改修を行
い、室内環境の改善を行います。

　生涯学習課　社会教育担当　☎22−5361

保育所および児童館の感染症対策事業

　保育所および児童館の感染症対策として網戸張替お
よび設置と、感染防止用備品などの購入を行います。

　子育て支援課　児童保育担当　☎22−7221

教育の質の向上

新しい生活様式対策
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認証マーク：対象店舗の感染予防対策を県が認証した証です
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